
亀山市自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例案概要 

条例制定の背景と趣旨 
近年、再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴う大規模な森林伐採、農地転用等が問題化しており、土砂災害のリスク

の増加、生態系への影響、景観の悪化等が懸念されています。本市においては、事業者と市民とのコミュニケーション不足、
柵や標識の不備、草刈り等の維持管理面等の不安の声が多くある状況です。これらの声の多くは、県ガイドライン対象外の
施設に関するものであることから、当該施設に対する対応強化に努め、市民の生活環境の保全及び持続的な地域社会の発展
に寄与することを目的として、本条例を制定するものです。 

１．条例対象（条例第２条） 

   出力１０ｋｗ以上の太陽光発電施設 

 

２．条例対象外（条例第２条） 

①出力１０ｋｗ未満の太陽光発電施設 

②建築基準法に規定する建築物の屋根、屋上又は壁面及び事業所の敷地内に設置する太陽光発電施設。 

 ③国又は地方公共団体が管理運営する太陽光発電施設 

 

３．禁止区域（条例第７条） 

①砂防法第２条の規定により指定された砂防指定地 

②文化財保護法第９３条第１項の埋蔵文化財包蔵地 

③森林法第２５条第１項の保安林 

④農地法第４条第６項第１号イ及びロに掲げる農地 

⑤自然公園法第２０条第１項の特別地域 

⑥地すべり等防止法第３条第１項の地すべり防止区域 

⑦河川法第６条第１項に規定する河川区域、同法第５４条第１項の河川保全区域及び同法第５６条第１項の河川予定地 

⑧急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域 

⑨土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

⑩鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第２９条第１項の特別保護地区 

（ただし、法令の規定に基づいて太陽光発電施設の設置が許されている場合は、この限りでない） 

 

４．太陽光発電施設設置手続きフローチャート 

事前協議（条例第８条第１項） 

●必要書類（施行規則で定める） 

①事前協議書 

②事業区域内の土地に係る土地所有者一覧表、登記事項証明書、公図の写し 

③事業位置図、事業区域図 

④土地利用計画平面図 

⑤太陽光発電施設の構造図 

⑥現況写真 

⑦事業者の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

⑧市長が必要と認める書類 

 

事前協議終了通知（条例第８条第３項） 各課の意見を集約し、申請予定事業者に意見を付して事前協議終了の通知を送付 

 

住民説明会の実施（条例第９条） 

事業区域の境界線からの水平距離が次の①から③までに定める範囲内に居住する

者及び④、⑤ 

① 太陽光発電施設の合計出力が５０kw 未満の場合 １００ｍ 

②太陽光発電施設の合計出力が５０kw 以上の場合 ３００ｍ 

③設置事業が環境影響評価法第１種事業に該当する場合 １ｋｍ 

④事業区域に隣接する土地又はその土地に存する建築物を所有又は使用する者 

⑤事業区域に関係する自治会等の代表者 

 

許可申請（条例第１０条） 

●必要書類（施行規則で定める） 

①許可申請書 

②事前協議に添付した書類 

③土地所有者その他権利者の同意書 

④隣接地権者、関係地区代表者及び水利団体等利害関係者との協議書 

⑤住民説明会の開催内容や説明・質疑の内容を示した書類 

⑥施設設置や維持管理面での地域住民と締結した協定書又は覚書、協議書 

⑦関係法令手続状況報告書 

⑧市長が特に必要と認める書類 

資料２ 



 

設置許可 

（条例第１１条第１項及び第３項） 

・設置許可の基準に適合する場合許可 

・許可にあたって、環境保全上の支障が生じ、又はそのおそれがあるものについて

は、市環境保全審議会の意見を聴くことができる 

 

公表（条例第１１条第４項） 設置許可をしたとき、設置許可をしないときはその旨を公表 

 

廃棄費用の積立（条例第１４条） 事業計画に従い廃棄等費用の積立 

 

標識の掲示（条例第１５条） 
太陽光発電施設事業に着手する日から掲示 

地位の承継があった場合は、標識を書き換えなければならない 

 

着手届（条例第１６条） 着手する日の１４日前までに市長へ届出 

 

完了届（条例第１７条） 完了した日から１４日以内に市長へ届出 

 

事業の廃止届（条例第１９条） 事業を廃止した日から１４日以内に市長へ届出 

 

地位の承継（第２０条） 
事業譲渡、相続、合併等承継があった日から１４日以内に市長へ届出 

規則で定めるところにより、その内容を公表 

 

５．太陽光発電施設設置事業不適切案件 

報告の徴収及び立入調査 

（条例第２１条） 

事業者、工事施工者、土地所有者に対し、太陽光発電施設の設置の状況その他必

要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に事業者の事務所

若しくは事業区域に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。 

 

指導及び助言（条例第２２条） 
条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な指導及び助言をすること

ができる。 

 

勧告（条例第２３条） 

①設置許可を受けずに太陽光発電施設設置事業を実施する者 

②設置許可及び変更許可の内容に適合しない太陽光発電施設設置事業を実施した

者  

③変更許可を受けずに設置許可の内容を変更して太陽光発電施設設置事業を実施

する者 

④廃棄等費用の積立てを怠った者 

⑤標識の掲示をせずに太陽光発電施設設置事業を実施する者  

⑥立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者  

⑦指導及び助言に正当な理由なく従わない者  

⑧太陽光発電施設及びその事業区域の維持管理が適切になされておらず、又は極

めて不完全であることに起因して災害が発生し、自然環境又は生活環境に重大

な影響を及ぼすおそれがあると市長が認める場合 

 

命令（条例第２４条） 条例第２３条の勧告に従わない場合 

 

公表（条例第２５条） 
条例第２４条の命令に従わない場合、当該者の氏名及び住所並びに当該命令の内容

を公表 

 

６．許可の取り消し 

許可の取り消し（条例第１８条） 

①偽りその他不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。 

②設置許可若しくは変更許可に係る事業計画又は設置許可若しくは変更許可に付

した条件に従わないで太陽光発電施設設置事業を実施したとき 

③設置許可又は変更許可を受けた日から起算して２年を経過した日までに太陽光

発電施設設置事業に着手しなかったとき 

④設置許可又は変更許可を受けた日から起算して５年を経過した日までに太陽光

発電施設設置事業を完了しなかったとき 

⑤条例第２４条の規定による命令に従わなかったとき 

 


